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これまでの経緯 

越前市では、令和 6 年（2024 年）春の北陸新幹線敦賀延伸に伴う「越前たけふ駅」の開業

を控え、約 100ha の新幹線駅周辺エリア（以下「エリア」という。）のまちづくりについて、令和

2 年（202０年）3 月に「南越駅周辺まちづくり計画」（以下「まちづくり計画」という。）を策定し

ました。 

まちづくり計画の中では、「地域特性を活かした未来都市の創造」を目指し、地域のポテンシ

ャルを活かして未来的な挑戦を進めていくほか、まちを包み込むメッセージとして「越前市版

スマートシティ」と「フォレストシティ」の２つのコンセプトを掲げ、これらを理念としてまちづく

りを進めていくこととしています。 

また、令和 3 年（202１年）4 月には「越前市新幹線駅周辺まちづくりガイドライン」（以下「ま

ちづくりガイドライン」という。）を策定し、まちづくりを進めるための一定のルールを定め、都

市計画法や農地法などに基づいた開発を進めることはもちろん、虫食い開発を避け、営農に

配慮した適切な開発を誘導することとしています。 

これらを踏まえ、新幹線駅、武生インター等が近接する広域交通拠点として、エリアの特徴を

生かし、企業誘致を進めてまいります。 

 

 

本計画書の目的 

本事業実施計画書（以下「本計画書」とい

う。）は、新幹線駅周辺における企業立地に関

して、個々の開発計画の基礎データとなる土

地やインフラ、関係する法令や必要な手続き

等の情報を収集、整理するほか、将来の企業

進出が進んだ際のケーススタディを行い、予

見される課題等の抽出を行います。これらを

共有することで、円滑な企業立地を誘導する

ことを目的に策定するものです。

 

本計画書の構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

はじめに 
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1.1 地理的情報（エリアの概要） 

越前市は、福井県の中央部に位置し、平成 17 年（2005 年）10 月 1 日に旧武生市と旧今

立町が合併して誕生しました。 

本市の歴史は大変古く、奈良時代（８世紀頃）には越前の国府が置かれ、北陸地方の政治・経

済・文化の中心地として栄えてまいりました。 

平安時代には源氏物語の作者である紫式部が生涯でただ一度、京の都を離れ、多感な少女

時代を過ごした地でもあります。 

産業面では、越前和紙や越前打刃物、越前箪笥をはじめとする伝統産業から、電子部品など

の先端技術産業が集積し、製造品出荷額等が福井県内第１位（北陸第２位）を誇る「モノづくり

のまち」として発展を続けています。 

 

福井県 越前市 
平成 17 年１０月１日 

旧武生市と旧今立市が合併 

 

 

面積 ２３０．７ km2 
 

人口 78,888 人 
 

世帯数 29,711 世帯 

福井県ホームページ 

（令和５年 1 月 1 日） 

 

製造品出荷額等 6,405 億円 

県内第１位（県内構成比２９．９％） 
※令和３年 経済センサス活動調査 

 

 

図表１11-1 越前市の現状 （出典：市勢要覧） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表１11-２ 市内の主な風景（紫式部像、日野山）  

1. 実態調査 

1.1.1 越前市の概要 

福井県 



3 
 

越前市の人口は、78,888 人で、福井県の人口（750,780 人）の約１割を占めています。 

また、本市の新たな交通結節点となる越前たけふ駅を中心とした圏域人口は 20 km 圏で

約 30 万人、50 km 圏で 100 万人弱、80 km 圏で 300 万人弱となっています。 

※人口はいずれも令和 5 年 1 月 1 日時点 

 

市町名 人口（人）  市町名 人口（人） 

福井市 258,355  おおい町 7,644 

坂井市 86,913  池田町 2,272 

越前市 78,888  福井県 

（合計） 
750,780 

鯖江市 67,858  

敦賀市 62,858 

大野市 29,839 

小浜市 28,304 

あわら市 26,698 

勝山市 21,318 

越前町 19,486 

永平寺町 18,660 

若狭町 13,392 

高浜町 9,937 

南越前町 9,495 

美浜町 8,863 

図表１12-１ 福井県内の市町及び人口分布（出典：福井県ホームページ） 

 

 

 

圏域 人口 主な都市（下線は他府県） 

10 km 圏 117,857 人 越前、鯖江、南越前 

20 km 圏 309,057 人 福井、池田、越前 

30 km 圏 560,460 人 大野、永平寺、坂井 

40 km 圏 770,266 人 敦賀、勝山、あわら 

50 km 圏 980,601 人 加賀 

60 km 圏 1,230,766 人 長浜、小松 

70 km 圏 1,791,448 人 小浜、本巣、山県 

80 km 圏 2,932,431 人 
米原、彦根、白山、 

大垣、岐阜 

地図で見る統計（ｊSTAT MAP） 参考／背景地図：国土地理院地図 

図表１12-２ 越前たけふ駅からの圏域と推計人口 （出典：まちづくり計画 参考資料） 

1.1.2 越前市及び周辺圏域 
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１.１.3.１ 新幹線駅周辺エリアの概要 

福井県内唯一の新駅である北陸新幹線越前たけふ駅は、JR 武生駅から直線で約 2.7 km

に位置し、新たなまちづくりの舞台としての可能性を秘めています。 

周囲には農地（ほとんど田）が広がり、また、東に岩内山、西に村国山、南に越前富士と呼ば

れる日野山など、豊かな自然を臨むことができます。 

本エリアの最大の特徴は、新幹線駅、北陸自動車道武生インター、国道８号が半径１ｋｍ圏内

に近接する、全国でも類を見ない交通結節点である点です。さらに、中部縦貫自動車道

（2026 年開通）や国道 417 号 冠山峠道路の開通により、特に関東圏、中京圏とのアクセス

の向上が見込まれます。 

なお、本計画書におけるエリアの範囲については、まちづくり計画の対象エリア（約 100ha）

に準じることとします。 

 

 

 

図表１13-1 エリアへのアクセス 

 

 

1.1.3 新幹線駅周辺エリアについて 
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図表１13-２ エリア位置図 

 

１.1.3.2 エリアの人口、世帯数 

エリアは、大屋町、岩内町、葛岡町、庄田町、庄町の５つの町に跨っており、全体の人口は R5

年 3 月時点で 9４８人、世帯数は 36２世帯となっています。 

 

図表１13-3 ５町内の人口分布 

町名 世帯数（戸） 人口（人） 町名 世帯数（戸） 人口（人） 

庄田町 110 2７８ 大屋町 72 20９ 

庄町 7７ 18２ 岩内町 ６０ 18３ 

葛岡町 4３ ９６ 合計 36２ 9４８ 

※町名は人口が多い順で記載 

１.1.3.3 エリアの権利者数、筆数 

約 100 ha のエリアの土地の権利者数は 175 人で、筆数は約 600 筆となっています。

（令和 5 年 3 月時点）  



6 
 

1.2 新幹線駅周辺エリアの土地情報 

１.2.1.1 地形について 

エリアは、北東方向に 0.1～0.4％程度の緩やかな下り勾配となっています。 

国道 8 号と田の地盤高による高低差は、0.9m～1.6m 程度、一般県道 越前たけふ駅線及

び主要地方道 武生インター線と田の地盤高による高低差は 0.7m～1.6m 程度となっていま

す。 

 

図表１21-1 現況地盤高 

1.2.1 地形・水系 

北東方向に 
緩やかな下り勾配 
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１.2.1.2 水系について 

エリアは、九頭竜川水系に分類されます。 

エリア周辺の農業用排水や生活排水等は、エリア東部を南北に流れる松ヶ鼻幹線排水路に

流入した後、穴田川に合流し、その後、浅水川、日野川、九頭竜川本川に合流し、日本海に流れ

出ます。 

 

 

図表１21-2 水系図（出典：九頭竜川水系河川整備計画） 

  



8 
 

現在のエリアの土地利用状況について、ほとんどが農地利用（大半が田）となっています。 

北部（主要地方道 武生インター線沿い）の一部は、民間企業、飲食施設等が立地しているほ

か、一部住宅地が所在しています。 

 

 
図表１22-1 土地利用の現況 （出典：まちづくり計画 参考資料） 

  

1.2.2 土地利用状況 
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エリアの北部から西部にかけて葛岡大屋遺跡（縄文～平安時代）があり、その南には大屋木

ノ下遺跡（奈良・平安時代）があります。また、北部で庄横市遺跡（奈良時代～近世）と、東部で

岩内山遺跡（古墳・中世時代）、南部で庄田前田遺跡（奈良・平安時代）とも隣接しています。 

 

 
図表１23-1 埋蔵文化財 （出典：まちづくり計画 参考資料） 

  

1.2.3 埋蔵文化財 
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一般県道 越前たけふ駅線と、道の駅施工時におけるボーリングデータより、地盤から-1.0

～1.5m 程度は耕土層となっています。また、以降の深度では基本的に砂礫層（N 値 20～50）

と推測できます。また、地下水の自然水位は地盤より-3.0ｍ程度となっています。 

 

図表１２４-１ 井戸およびボーリング位置図  

1.2.4 地質 
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図表１24-2 参考：さく井工事報告書（P1 井戸：駅西）  
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図表１24-3 参考：さく井工事報告書（P２井戸：駅東）  
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図１24-４ 参考：ボーリング柱状図（R01BV-1）  
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図１24-5 参考：ボーリング柱状図（R01BV-2）  
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図１24-6 参考：土質柱状図（上：Bor-No.1、下：Bor-No.2）  
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１.2.5.1 地震防災マップ 

本市が「地震防災マップ作成技術資料（平成 17 年 3 月内閣府）」に基づき平成 23 年 4 月

に作成した地震防災マップによると、想定地震度 6 弱（ゆれやすさマップ）のゆれの強さになっ

た場合に、液状化のリスクのある範囲とされています。 

 

 
図表１25-1 地震防災マップ（左：ゆれやすさマップ、右：液状化危険度マップ） 

  

1.2.5 ハザードマップ 
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１.2.5.2 洪水リスク 

計画規模の降雨では洪水リスクは低いエリアと想定されています。想定最大規模の降雨に

おいては 0.5～3.0ｍ未満の浸水が起こる可能性があります。 

※計画規模・・・おおむね 30 年から 150 年に 1 回程度の確率で発生する降雨 

※想定最大規模・・・およそ 1000 年に 1 回程度の確率で発生する降雨 

１.2.5.3 土砂災害リスク 

東部に位置する岩内山付近を除き、土砂災害が起こる可能性は低いエリアと想定されます。 

 

 

図表１25-2 洪水ハザードマップ（左：計画規模、右：想定最大規模） 
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1.3 新幹線駅周辺エリアのインフラ情報 

エリアを通る主な道路は、図表 131-1 のとおりです。 

 国道 8 号を挟み、集落の東西を結ぶアンダーパスが 3 箇所整備されています。このう

ち、市道第 4086 号線（3 号地下道）と市道第 4241 号線（５号地下道）は国道８号の

地下横断歩道を兼ねています。 

 エリアの南西に位置する北日野小学校の通学路として、一般県道 菅生武生線と市道第

4241 号線（５号地下道）、市道第 4487 号線（南北道路）が指定されています。また、

エリアの東側に位置する万葉中学校の通学路として一般県道 菅生武生線と市道第

4241 号線（５号地下道）が指定されています。 

 市道第 4487 号線（南北道路）には、パイプラインの日野川用水中央幹線（φ1650）が

地下に埋設されています。一般農道で想定される荷重で設計されており、重荷重をか

けられないこと、かつ移設が困難なことから、立地及び工事にあたっては十分な配慮が

必要です。 

 
図表１31-1 エリア内道路一覧表 

道路名 横断面構成 延長・幅員 位置づけ 現況交通量 
（H27 道路交通センサス） 

国道８号 

（地区隣接区間） 

片側 2 車線、

両側歩道、植

樹帯、中央帯 

L=約 1.4km 

（区域隣接部）、 

W=約 26.0m 

新潟県を起点とし、日本海沿いに北陸地方

を縦断し京都府に至る延長約 600km の主

要な幹線国道です。 

28,599 台/日 

主要地方道 

武生インター線 

 

上：計画エリア北 

下：計画エリア内 

片側 2 車線、

両側歩道 

L=約 0.8km 

（区域隣接部）、 

W=約 20.0m 

武生インターと国道８号を接続します。主要

地方道 武生インター線に対して、東西両方

向からの進入路が整備されています。 

12,203 台/日 

片側 1 車線、

片側歩道 

L=約 0.7km 

W=11.5m 

主要地方道 武生インター線と越前たけふ駅

を接続します。 

南北の地域連携の軸となり、北陸自動車道

武生インターを一体的に結びます。 

東西軸となる一般県道 越前たけふ駅線に

接続し、L 型の一体的なアクセス道路を形成

します。 

－ 

一般県道 

菅生武生線 

片側 1 車線、

両側歩道 

L=約 0.7km 

（区域隣接部）、 

W=約 15.0m 

池田町を始点とし、越前市平林町に至る総

延長約 15km の福井県道。計画区域南側の

開発時に接道することになります。 

7,504 台/日 

一般県道 

越前たけふ駅線 

片側２車線、

両側歩道（植

樹帯含む） 

L=約 0.6km 

W=23.50m 

国道８号と越前たけふ駅を接続する。東西の

地域連携の軸となります。 

南北軸となる主要地方道 武生インター線に

接続し、L 型の一体的なアクセス道路を形成

します。 

－ 

市道第４４８７号

線（南北道路） 
－ － 

開発区域を南北に縦断する道路です。一部

が市道第４４８７号線として供用済です。 

企業の進出状況や周辺の交通状況に応じて

整備を検討します。 

－ 

市道第４５２９号

線（周回道路） 

片側 1 車線、

片側歩道 

L=約 0.7km 

W=10.25m 

越前たけふ駅、道の駅を周回する道路で、

P&R 駐車場へ向かう際に利用が想定され

ます。 

－ 

 

1.3.1 道路 
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図表１31-2 道路現況図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表１31-3 エリア周辺 小中学校位置  

万葉中学校 

北日野小学校 

0.3km 

1.1km 
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「北陸電力送配電 京福支線」（西側）および「関西電力送配電 北陸幹線（松）」（東側）の高圧

送電線が、エリアを南北に縦断しています。北陸電力送配電の鉄塔は５本、関西電力送配電の

鉄塔は 7 本設置されており、線下には地役権が設定されています。 

送電圧に伴い、北陸電力送配電の必要離隔距離は 3.75 m、関西電力送配電の必要離隔距

離は 4.8 m と規定されています。現況道路面から電線までの高さは北陸電力送配電が 22～

29 m 程度、関西電力送配電が 8～16 m 程度です。 

図に示した高さは、現況道路面から電線までを簡易的に計測した数値であるため、実際の検

討の際には、各送配電会社と協議し、電線の高さ・離隔等を確認し、必要な手続きをとる必要

があります。 

なお、関西電力送配電の鉄塔については、送配電事業者間の連携による設備形成最適化の

取り組みにより、2029 年以降の撤去が見込まれています。 

 

図表１32-1 高圧線及び鉄塔現況図  

1.3.2 高圧線 
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１.3.3.1 パイプライン 

エリア内の農業用施設として、農業用パイプラインが敷設されており、市道第 4487 号線

（南北道路）に日野川用水中央幹線（φ1650）及び大屋幹線（φ400）が埋設されています。 

また、エリア内には分水工が 2 箇所あり、農業用水供給のため、かんがい排水事業松ヶ鼻西

部地区にて 5 つのブロック（8、9-2、9-3、10-1、10-2 号）に分けて、VU 管Φ150～300

のパイプラインが整備されています。 

 

図表１33-１ パイプライン（幹線）敷設現況図 

1.3.3 農業用施設 
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図表１33-２ パイプライン（支線）敷設現況図  
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１.3.3.2 用排水路 

農業用の用水路は、南西側（エリア外上流）から国道８号を横断してエリア内を通り、エリア外

北側に流れます。排水路は横市町への水路及び松ヶ鼻幹線排水路に合流しています。（排水流

域には、国道８号から西側も含む。） 

 

 

図表１33-3 水路図 

  

↑横市町方面 
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図表１33-4 松ヶ鼻幹線排水路流域図 

 （出典：「北陸新幹線南越駅周辺整備事業 調整池設計資料」（一部修正） 

「味真野北部地区に関する河川協議資料作成業務委託報告書」（一部修正）） 

 

 

：穴田川 

：松ケ鼻幹線排水路 

■：穴田川流域（最上流） 

■：松ヶ鼻幹線排水路流域 

：新幹線駅周辺エリア 
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エリアの東側に北陸新幹線の高架橋が整備されていることから、新幹線高架下の鉄道施設

の点検・メンテナンスの出入りに必要なルートを公共用道路として残置する必要があります。 

また、鉄道施設の排水については、調整槽や返送水槽基地を経由し、エリア内の排水路に放

流されるため、排水計画の検討にあたっては当該排水路又は調整池に干渉しないよう留意す

る必要があります。 

 

図表１34-1 鉄道施設配置図  

1.3.4 北陸新幹線高架橋 

：新幹線高架排水の流下水路 
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エリアの上水道については、国道 8 号に DCPΦ300、主要地方道 武生インター線に DCP

φ150、主要地方道 武生インター線、一般県道 越前たけふ駅線、市道第４５２９号線（周回道

路）に DIPΦ100～150 が整備されています。 

 
図表１35-1 水道管敷設現況図  

1.3.5 上水道 
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エリアの下水道については、分流式公共下水道で、一般県道 越前たけふ駅線、主要地方道 

武生インター線、市道第４５２９号線（周回道路）に Φ200、Φ250 の汚水用管路が整備され

ています。庄町交差点付近のマンホールポンプを経由し、エリア外の既設管へ圧送され、水循

環センターで処理しています。 

 

図表１36-1 下水道管敷設現況図  

1.3.6 下水道 
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エリア内に工業用水管は敷設されておらず、現在のところ計画はありません。 

 

越前市での工業用水道事業は、昭和 48 年（1973 年）8 月、1 社のみの給水であったため、自家用工業用水道事業として

の取り扱いで事業をスタートし、昭和 50 年（１９７５年）、2 社目の誘致・給水が始まりました。その後、池ノ上工業団地を造

成する際、工業用水道を早急に整備する必要が生まれ、昭和 53 年（１９７８年）池ノ上工業団地を給水区域に加え、正式に工

業用水道事業を市として発足させることとなりました。昭和 59 年（１９８４年）には、池ノ上第 2 工業団地、大虫工業団地等

に給水するために区域を拡張し、現在に至っています。 

越前市下平吹町の日野川左岸 4 取水井から、地下水をポンプでくみ上げ、直送にて各工場へ配水しています。送配水管口

径 300 ミリメートルから 500 ミリメートル、延長は約 9.3 キロメートル、取配水能力は 10,000 立方メートル/日となっ

ています。 

 

 
図表１37-1 越前市工業用水道 概略図 

 

1.3.7 工業用水 
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1.3.8.1 電柱 

国道 8 号、主要地方道 武生インター線、一般県道 菅生武生線沿い、市道第 4487 号線（南

北道路）、旧 松ヶ鼻幹線排水路沿いの一部に既設電柱が建柱されており、パイプライン分水工

や既設建物に給電されています。 

また、駅舎と道の駅への給電のため、松ヶ鼻幹線排水路沿いに建柱されています。 

 

図表１3８-1 電柱建柱現況図 

1.3.8 既存施設 

電柱位置は現地

での目測となり

ます。 
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1.3.8.2 住宅・事業所・地蔵堂 

エリア内には住宅、店舗、事業所、駐車場等が 21 箇所所在しています。 

地蔵堂（土呂川地蔵尊）については、主要地方道 武生インター線東側に現存し、江戸時代に

用水利権の関係から幾度も発生した水争いを和解へと導いた人物の供養を行う場所となって

います。管理者は、横市町、庄町、塚町それぞれの区長で、開発に伴い移設等が必要となる場

合は、各区長と協議する必要があります。また、現在の設置場所は大屋町となっているため、

移設先によっては大屋町区長にも協議が必要です。 

1.3.8.3 視点場（ビューポイント） 

エリア東側に位置する岩内山には、越前たけふ駅を望む視点場（ビューポイント） が整備さ

れています。 

 

図表１38-2 既存施設現況図  

：通学路 
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図表１38-3 地蔵堂 

 

江戸時代に水争いがあったと言

われている場所 

地蔵尊を移設する場合、庄町・横

市町・塚町の 3 区長及び大屋町区

長と協議が必要 
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2.1 新幹線駅周辺エリアの都市計画 

本市が目指す将来の都市構造を、機能の集積や高度化を目指す「拠点」、発展や連携の方向

を示す「軸」まちづくりのベースとなる土地利用の区分を示す「地域」に分け、本市の空間構造

や地域特性を活かしたまちづくりを進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 211-1 将来都市像図（出典：越前市都市計画マスタープラン） 

2. 新幹線駅周辺エリアの将来像 

2.1.1 都市の構造 
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本市における都市計画制度の構造は、図表 212-1 のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 212-1 都市計画制度の構造 

 

  

2.1.2 都市計画制度の構造 
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越前市都市計画マスタープラン（平成 29 年 3 月改定）では、エリアは北陸自動車道武生イ

ンターや国道 8 号が半径 1km 圏内に近接する広域交通の結節点であり、丹南地域の広域交

通の玄関口として、丹南地域のみならず、県域を超える多様な利用者を対象とする広域交流

及び連携拠点としてふさわしい「広域高次都市機能」の誘導を図ることが期待される地区とさ

れています。 

また、越前市立地適正化計画（平成 29 年 3 月策定）では、広域高次都市機能の提供の場と

なる北陸新幹線越前たけふ駅周辺地区は、住居系の土地利用の想定をしていないことから、

立地適正化計画の居住誘導区域や都市機能誘導区域の検討を行う対象区域には含まれませ

ん。 

 

 

図表 213-1 整備方針 （出典：越前市立地適正化計画） 

  

2.1.3 市都市計画マスタープラン及び立地適正化計画 
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エリアの地区計画については、令和 3 年（２０２１年）4 月に北陸新幹線新駅周辺地区として

策定されています。無秩序な開発を抑制し、田園風景や日野山等の山々を望める景観に配慮

しつつ、広域交流及び連携拠点にふさわしい広域高次都市機能をもつ市街地を形成し、かつ、

保全することを目標としています。 

 

 

図表 214-1 地区計画の方針 （出典：北陸新幹線新駅周辺地区地区計画） 

2.1.4 地区計画 
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また、地区整備計画としては、越前たけふ駅駅前としての機能を持つ地区Ⅰ、商業・業務・産

業機能や交流機能等を導入する地区Ⅱ、現在の営農環境を保全しつつ農業支援機能を導入す

る地区Ⅲと３つに分類されています。 

 

図表２14-2 地区整備計画 （出典：北陸新幹線新駅周辺地区地区計画） 

地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

地区の

区分 

地区の名称 地区Ⅰ 地区Ⅱ 地区Ⅲ 

地区の面積 約 11 ha 約 77 ha 約 4 ha 

建築物等の用途の制限 次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 

・ マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券販売所その他

これらに類するもの（建築基準法別表２（ほ）第２号）。ただし、マージャン屋、ぱ

ちんこ屋については、これらに供する床面積が、建築物の延べ床面積の１/２以

下の場合を除く。 

・ キャバレー、料理店その他これらに類するもの（建築基準法別表２（り）第２号）。 

・ 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する政令で定めるもの（建築基

準法別表２（り）第３号）。 

敷地面積の最低限度 － 3,000 ㎡ 

ただし、既開発区域、軌

道下、駅舎部は除く 

 

「区域は、計画図表示のとおり」 
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図表 214-3 計画図 （出典：北陸新幹線新駅周辺地区地区計画） 
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本市は、非線引き都市計画区域（市街化区域と市街化調整区域とに区分されていない都市

計画区域）となっています。 

エリアの用途地域については、北側の一部が準工業地域に指定されています。 

容積率は、準工業地域と白地地域の一部は 200％、それ以外は１００％となっています。ま

た建蔽率は６０％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表２15-1 エリアの用途地域 

 

 

2.1.5 都市計画区域区分、他 
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2.2 まちづくりと企業誘致の方向性 

本市では、令和 6 年（2024 年）春の北陸新幹線敦賀延伸に伴う越前たけふ駅の開業を控

え、平成 15 年（２００３年）4 月の南越駅周辺整備構想をはじめとし、北陸新幹線南越駅周辺

整備基本計画や南越駅周辺まちづくり計画など、基本理念やまちづくりの方向性を定めてい

ます。 

 

図表２21-1 まちづくりの方針に関する流れ 

年月 名称 内容 

平成 15 年 

（２００３年） 

4 月 

南越駅周辺整備

構想 

・ 南越駅周辺地域の将来ビジョンを策定 

・ まちづくりの基本理念 

「交流促進の起点 南越駅周辺地域」 

平成 27 年 

（２０１５年） 

12 月 

北陸新幹線南越

駅周辺整備基本

計画 

・ 基本理念を実現させるための具体的な方策等を策

定 

・ 駅西側に駅前広場/道の駅/多目的広場/修景施設、

駅東側にパーク＆ライドの整備（計 4.1ha） 

・ 整備手法として、民間活力の導入を検討 

令和 2 年 

（２０２０年） 

3 月 

南越駅周辺まち

づくり計画 

・ まちづくりのテーマ 

「地域特性を活かした未来都市の創造」 

・ まちづくりの方向性 

「フォレストシティ」＆「越前市版スマートシティ」 

・ 越前らしさを実現する土地利用ゾーニングの検討 

   

 

令和 3 年 

（２０２１年） 

4 月 

越前市新幹線駅

周辺まちづくり

計画ガイドライン 

・ 適切な開発を誘導し、まちづくりを進めるための、開

発方針と開発手順を設定（p.42） 

  

2.2.1 新幹線駅周辺エリアの個別計画 
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エリアの最大の特徴である新幹線駅・武生インター・国道 8 号が半径 1km 圏内に集積する

交通結節点の特徴を生かしたまちづくり及び企業誘致を進めるにあたり、都市活力の向上を

図り様々な交流が生まれる広域交通拠点として捉え、次世代の産業をけん引する先端研究施

設や、賑わいを創出する商業施設など、エリアに短期・中期で誘致を目指す産業等を設定し、企

業・人材が集う高次機能の集積に向けて、着実な誘致の実現を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 222-1 まちづくりと企業誘致の方向性

2.2.2 エリアの開発コンセプト 
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「1. 実態調査」で整理された各種インフラ要件から想定される街区形成等について、検討を

行います。 

 

3.1 街区形成の検討 

前提条件となるインフラ要件は下図（図表３11-1）のとおりです。 

 

図表 311-1 前提条件（インフラ要件） 

インフラ要件（前提条件） 

高圧線 既存の高圧線は、コスト・工期の観点から移設や高さ変更等は困難と判断。 

パイプライン 「市道第 4487 号線（南北道路）」に埋設されている管路φ1650 の農業

用パイプラインは、コスト・工期の観点から移設等は困難と判断。 

道路 小中学校の通学路である「市道第 4241 号線」を境に北側を開発エリア、

南側を営農エリアと設定。 

その他 開発を行う際には、東側農地の営農への配慮（パイプライン、用排水、農耕

車両動線）が必要。 

 

 

 

 

 

 

3. ケーススタディ 

3.1.1 前提条件（インフラ要件） 
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インフラ要件を踏まえた街区形成のイメージは下図（図表３12-1）のとおりです。 

 

・ 高圧線の制約が少なく大規模街区がとりやすいのは、一般県道 越前たけふ駅線より北

側のエリアです。 

・ 交通量を受け入れやすいのは、国道８号沿道の市道第 4487 号線（南北道路）より西側

のエリアです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表３12-1 インフラ要件を踏まえた街区形成 

 

3.1.2 インフラ要件を踏まえた街区形成のイメージ 
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3.1.3.1 商業施設の配置検討 

本計画の土地活用を検討する上で、地域へ賑わいの起点となり雇用を生み出す商業施設の

誘致は重要です。商業施設は、大規模な施設と駐車場の整備を必要とするため、敷地規模が大

きく、周辺道路交通などへの影響も大きくなります。 

 

図表３13-1 施設配置におけるケース別検討 

ケース１ ケース２ 

インフラ要件から大規模な区画形成がしやすい一般

県道 越前たけふ駅線より北側、かつ市道第４４８７

号線（南北道路）より東側に配置する場合 

インフラ要件から大規模な区画形成がしやすい一般

県道 越前たけふ駅線より北側、かつ市道第４４８７

号線（南北道路）より西側に配置する場合 

  

・ 車によるアクセスが主たる集客方法となる商業

施設にとって、主要幹線道路である国道８号か

らの視認性を確保しにくくなります。 

・ 一般県道 越前たけふ駅線や主要地方道 武生イ

ンター線に、車両交通の発生集中で渋滞が起こ

り、越前たけふ駅や武生インターを利用する車

両への影響が懸念されます。 

・ 車によるアクセスが主たる集客方法となる商業

施設にとって、主要幹線道路である国道８号か

らの視認性を確保しやすくなります。 

・ 主な集客を担う国道８号の沿道に直接面した配

置となるため、エリア内への車両交通の流入が

少なく、パターン１よりも、越前たけふ駅や武生

インターを利用する車両への影響が少なくなり

ます。 

3.1.3 想定施設配置についての検討（短期・中期で誘致を目指す産業等） 
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3.1.3.2 想定施設の配置検討（商業施設、ホテル・飲食施設） 

施設特性や敷地特性等から商業施設、ホテル・飲食施設の施設配置は、下記エリアの可能性

が考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表３13-2 商業施設、ホテル・飲食施設の施設配置案  

商業施設は、敷地規模や交

通計画上、国道８号沿道の

大規模用地への誘致が想

定されます。 

企業の進出状況や周辺の

交通状況に応じて、市道第

4487 号線（南北道路）の

整備を検討します。 

ホテル・飲食施設は、新幹

線からの視認性やアクセス

の観点から駅前の用地への

誘致が想定されます。 
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物流施設は、広域エリアとアク

セスを重視する施設特性か

ら、武生インター近くや幹線道

路沿道への誘致が想定されま

す。 

先端研究施設は、国内外の研

究者があつまる施設となるた

め、新幹線駅近傍への誘致が

想定されます。 

「食と農」関連施設の配置は、

営農地との関連性から、営農

ゾーン近傍への誘致が想定さ

れます。 

3.1.3.3 その他の想定施設の配置検討（物流施設、先端研究施設、「食と農」関連施設） 

施設特性や敷地特性等から先端研究施設、物流施設、「食と農」関連施設の施設配置は、下

記エリアの可能性が考えられます。 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表３13-3 先端研究施設、物流施設、「食と農」関連施設の施設配置案 

 

実際の開発事業においては、各進出企業の開発ニーズ（敷地規模、交通アクセス、インフラ引

込需要、視認性、開発時期、ほか）により、施設配置は異なります。 
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 エリアは、北東方向に緩やかな下り勾配となっており、エリア西側にある大屋町集落から

の用排水が、国道 8 号を横断して、エリア東部の松ヶ鼻幹線排水路に合流しています。 

そのため、エリアを開発する際には、営農に配慮した農業用インフラ（パイプライン、用排水、

農耕車両動線）の確保が必要です。 

 既に上下水道のインフラ整備が進んでいるのは、一般県道 越前たけふ駅線、主要地方道 

武生インター線、市道第 4529 号線（周回道路）の沿道です。 

また、越前たけふ駅周辺は基本機能及び企業・人材等が集積しやすい施設の整備を想定

します。 

 市道第 4487 号線（南北道路）については、企業の進出状況や周辺の交通状況に応じて、

整備を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表３14-1 開発順序のステップ 

  

3.1.4 開発順序（ステップ）についての検討（条件の整理） 

東側からの開発 

ステップ２ 

ステップ３(パターン１) 

 
※パターン２の場合は ステップ４ 

ステップ３(パターン２) 

 
※パターン１の場合は ステップ４ 

※パターン 1 とパターン 2 は企業の進出動向によって

前後することが想定されます。 

農業用インフラの確保を考慮し、東側から開発 

一般県道 越前たけふ駅線より北側からの開発 

一般県道 越前たけふ駅線より南側からの開発 

ステップ１ 

基本機能及び企業・人材等が集積しやすい

施設の整備 



47 
 

3.2 交通計画 

図表３13-2 及び図表３13-3 の想定施設配置にもとづく交通計画に関する前提条件は図

表３21-1 のとおりになります。 

 

図表３21-1 交通計画の前提条件 

 

 

3.2.2 基本方針 

図表３13-2 及び図表３13-3 の想定施設配置にもとづく交通計画に関する基本方針は図

表３22-1 のとおりになります。 

 

図表３22-1 交通計画の基本方針 

  

3.2.1 前提条件 

前提 

条件 

エリア内には、国道 8 号、主要地方道 武生インター線、一般県道 越前たけふ駅線、一般県道 菅生

武生線、市道第 4529 号線（周回道路）が整備済です。 

市道第 4487 号線（南北道路）は企業の進出状況や周辺の交通状況に応じて整備を検討します。 

通学路として、市道第 4241 号線（５号地下道）、市道第４４８７号線（南北道路）、一般県道 菅生

武生線が指定されており、エリア内の交通安全の確保を図る必要があります。 

交通問題による周辺の生活環境への影響について必要に応じて適切な対応を図る必要がありま

す。 

基本 

方針 

各進出企業は、「大規模開発地区関連交通計画マニュアル（H26.6、国土交通省）」や「大規模小売

店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針（H19.2、経済産業省）」等に基づき、関連交通

計画を策定し、開発に併せて必要な交通対策を実施していただきます。 

各進出企業は、開発に伴う発生集中交通量の予測、 既存の交通施設への影響の評価、および必

要な交通対策の立案（交差点改良、専用左折車線、マイカーの利用転換 等）を行う必要がありま

す。 

開発により市道を廃止する場合には、それに伴う影響を確認し、対応策を検討する必要がありま

す。 

特に、開発街区の東側（松ヶ鼻幹線排水路まで）に営農する区域が残る場合、営農に対して十分に

配慮し、「農耕車の迂回路」や「パイプラインの切り回し」の検討等が必要になります。 

開発に伴い整備する「区画道路」や「乗入（位置・配置）」、その他交通施設については、各道路管理

者（国・県・市）及び交通管理者（警察）と協議する必要があります。 

福井県都市計画法に基づく開発許可申請の手引きに基づき、予定建築物等の用途が住宅以外の

用途の場合、区画道路の道路改良（幅員９ｍ）を検討する必要があります。 
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3.2.3.1 ステップ 1 

基本機能及び企業・人材等が集積しやすい施設の整備 

 

 

図表３23-1 交通計画ステップ 1  

3.2.3 図表（ステップ） 

先端研究施設周辺① 

1,900 台/日 

道の駅周辺 

5,900 台/日 

図内の発生集中交通量は、想定した土地

利用計画を基に、類似施設の事例等を参

考に算出している。 

上記の交通量は、今後の土地利用計画の

見直しや詳細検討、関係機関協議等によ

り変更になる可能性があります。 

市道廃止により、農耕車の迂回

ルート、パイプラインの切り回し

を検討する必要があります。 
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3.2.3.2 ステップ 2 

農業用インフラの確保を考慮し、東側から開発 

 

 
図表３23-2 交通計画ステップ 2  

図内の発生集中交通量は、想定した土地

利用計画を基に、類似施設の事例等を参

考に算出している。 

上記の交通量は、今後の土地利用計画の

見直しや詳細検討、関係機関協議等によ

り変更になる可能性があります。 

新幹線施設の管理のため、当該街区

の開発の中でアクセスルートを整備

する必要があります。 

当該街区の接道条件を満たすため、

当該街区の開発の中で道路を整備

する必要があります。 

先端研究施設周辺② 

4,000 台/日 

先端研究施設周辺① 

1,900 台/日 

道の駅周辺 

5,900 台/日 



50 
 

3.2.3.3 ステップ 3(パターン１) 

一般県道 越前たけふ駅線より北側からの開発 

※パターン 1 とパターン 2 は、企業の進出動向により入れ替わる可能性があります。 

 
図表３23-3 交通計画ステップ 3‐１  

商業施設周辺 

2０,300 台/日 

特に商業施設は発生集中交通量が

多くなると予測されます。企業の進

出状況や周辺の交通状況に応じて、

市道第 4487 号線（南北道路）の整

備を検討します。 
 

図内の発生集中交通量は、想定した土地

利用計画を基に、類似施設の事例等を参

考に算出している。 

上記の交通量は、今後の土地利用計画の

見直しや詳細検討、関係機関協議等によ

り変更になる可能性があります。 

市道廃止に関して、国道８号のアン

ダーパスの閉塞可否を道路管理者

に確認、検討する必要があります。 

先端研究施設周辺② 

4,000 台/日 

先端研究施設周辺① 

1,900 台/日 

道の駅周辺 

5,900 台/日 

幹線道路である国道８号の通行を妨

げないよう、南進方向への左折レー

ンの設置の必要性等について、道路

管理者との協議が想定されます。 



51 
 

3.2.3.3 ステップ 3（パターン 2） 

一般県道 越前たけふ駅線より南側からの開発 

※パターン 1 とパターン 2 は、企業の進出動向により入れ替わる可能性があります。 

 
図表３23-4 交通計画ステップ 3‐2  

図内の発生集中交通量は、想定した土地

利用計画を基に、類似施設の事例等を参

考に算出している。 

上記の交通量は、今後の土地利用計画の

見直しや詳細検討、関係機関協議等によ

り変更になる可能性があります。 

先端研究施設周辺② 

4,000 台/日 

先端研究施設周辺① 

1,900 台/日 

道の駅周辺 

5,900 台/日 

先端研究施設周辺③ 

7,700 台/日 

福井県都市計画法に基づく開発許可

申請の手引きに基づき、予定建築物

等の用途が住宅以外の用途の場合、

区画道路の道路改良（幅員９ｍ）を検

討する必要があります。 
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３.2.3.4 ステップ 4 

最終ステップ 

 

図表３23-5 交通計画ステップ 4  

図内の発生集中交通量は、想定した土地

利用計画を基に、類似施設の事例等を参

考に算出している。 

上記の交通量は、今後の土地利用計画の

見直しや詳細検討、関係機関協議等によ

り変更になる可能性があります。 

先端研究施設周辺② 

4,000 台/日 

先端研究施設周辺① 

1,900 台/日 

道の駅周辺 

5,900 台/日 
先端研究施設周辺③ 

7,700 台/日 

商業施設周辺 

20,300 台/日 
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3.3 排水計画 

図表３13-2 及び図表３13-3 の想定施設配置にもとづく開発を行う際の留意点として、東

側農地への配慮（パイプライン、排水、農耕車両動線など）が必要です。排水計画に関する前提

条件は図表３31-1 のとおりになります。 

 

図表３31-1 排水計画の前提条件 

  

3.3.1 前提条件 

前提 

条件 

下流に影響させないよう開発区域毎に雨水調整池を整備し、懸案地点見合いの放流量に調整して

松ヶ鼻幹線排水路に排水する必要があります。 

開発街区の東側（松ヶ鼻幹線排水路まで）に営農する区域が残る場合、営農に対して十分に配慮し、

「農耕車の迂回路」や「パイプラインの切り回し」の検討等が必要になります。 

開発により水路を廃止する場合には、それに伴う影響を確認し、対応策を検討する必要があります。 

特に、開発街区の東側（松ヶ鼻幹線排水路まで）に営農する区域が残る場合、営農に対して十分に配

慮し、「水路の切り回しや改修」の検討等が必要になります。 

新幹線排水の流下先を考慮し、排水計画を検討する必要があります。 
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3.3.2 基本方針 

図表３13-2 及び図表３13-3 の想定施設配置にもとづく排水計画に関する基本方針は図

表３32-1 のとおりになります。 

 

図表３32-1 排水計画の基本方針 

 

 

 

 

 

  

基本

方針 

各進出企業において、雨水調整池に関して福井県河川課と協議し、許可を得る必要があります。 

「都市計画法に基づく開発許可申請の手引き［福井県都市計画課（令和 4 年(2022 年)4 月）］」及

び「増補改訂（一部修正）防災調節池等技術基準(案)[(社)日本河川協会]（平成 13 年（２００１年）8

月）」に準拠し、下記の事項を踏まえて雨水調整池を検討する必要があります。 

※下記条件は R4.10 時点の内容のため、計画時には改めて確認すること 

 

降雨確立年 ： 5 年+30 年 

降雨継続時間 ： 24 時間 

流出係数 ： （従前）0.70、（開発後）0.90 

降雨波形タイプ ： 後方集中型 

洪水到達時間 ： 等速流速法により算出 

比流量 ： 0.042 ㎥/s/ha  

比流量は、福井県との協議により、計画区域の下流となる松ヶ鼻幹線排水

路の各懸案地点及び穴田川の合流部の懸案地点の流下能力を確認し、設定

しています。 

許容放流量 ： 「直接放流」「上水・工水を排水路に排水する場合」は許容放流量より控除す

る 

余水吐 ： 100 年確率降雨強度により算出された流量の 1.2 倍 

計画堆砂量 ： 単位計画堆砂量：1.5 ㎥/ha/年、1 回/年浚渫することとする 

その他 ： 必要事項は個別に確認・協議すること 

松ヶ鼻幹線排水路に接続する各排水路について、同排水路の上流分（エリア西側）の排水流域を含め

て、水路断面を計画する必要があります。 
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３.3.3.１ ステップ 0（現況） 

 
図表３33-１ 水路計画ステップ 0（現況）  

3.3.3 図表（ステップ） 

 ： 既存水路 

 ： 松ヶ鼻幹線排水路 
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３.3.3.2 ステップ 1 

※交通計画と同じステップにて検討（以下同様）。 

 
図表３33-2 水路計画ステップ 1  

水路廃止に伴い、排水路切り回し、

必要流下能力への改修、松ヶ鼻幹線

排水路の放流口改修の検討が必要

になります。 

市道廃止する場合は、農耕車の

迂回ルート、パイプラインの切

り回しを検討する必要がありま

す。 

調整池から近く、

改修済の南側水路

から放流します。 
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３.3.3.３ ステップ 2 

 

 
図表３33-3 水路計画ステップ 2  

水路切り回しにより、複数の水路が

合流する場合には、合わせた流下能

力の水路断面にする必要がありま

す。 

松ヶ鼻幹線排水路の放流口改修の

検討が必要になります。 

新幹線高架排水の 

流下水路の確保が 

必要になります。 
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３.3.3.4 ステップ 3（パターン１） 

 
図表３33-4 水路計画ステップ 3-1  

水路切り回しにより、複数の水路が合流

する場合には、合わせた流下能力の水

路断面にする必要があります。 
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３.3.3.5 ステップ 3（パターン 2） 

 

 
図表３33-5 水路計画ステップ 3-2  

水路廃止に伴い、排水路切り回し、

必要流下能力への改修、松ヶ鼻幹線

排水路の放流口の検討が必要になり

ます。 
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３.3.3.6 ステップ 4 

 

図表３33-6 水路計画ステップ 4 
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エリアは、農業振興地域整備計画に指定された農用地となっており、農業振興以外の目的で

利用することはできないため、他の目的で利用する場合は、農振農用地からの除外（農振除外）

を行ったうえで、農地法に基づき農地転用の許可を受ける必要があります。 

なお本市では、企業の進出動向に応じて、「農村地域への産業の導入の促進等に関する法律

（農村産業法）」に基づく、産業導入地区の区域設定等の検討を行います。 

 

図表 411-1 関連する法規制 

農業振興地域整備

計画 

農業振興地域の整備に関する法律に基づき、優良な農地を保全すると 

ともに、地域の農業振興を図るために市町村が定める計画。 

農振農用地 農業振興地域内の農地は農用地（農振農用地）、農用地除外地に区分

されます。農振農用地は農業上の利用を図るべき土地であるため、農

地転用は原則禁止とされています。 

農振除外 農振農用地をやむを得ず農業以外の目的に供する必要がある場合は、

農業振興地域整備計画を変更し、その土地を農用地区域から除外した

上で、農地転用許可を受ける必要があります。 

越前市では年に３回（３月・７月・１１月）、農業振興地域整備計画の一部

変更（農用地区域からの除外・編入）の申出の受付をしています。 

 

ただし、除外するには下記の要件をすべて満たす必要があります。 

１ 農用地以外の目的とすることが必要かつ適当で、農用地以外に代

替すべき土地がないこと。 

２ 農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼす恐れがないこ

と。 

３ 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積

に支障を及ぼさないこと。 

４ 土地改良施設の機能に支障を及ぼす恐れがないこと。 

５ 農業生産基盤整備事業完了後、８年を経過しているもの。（ただし、

面的整備以外で農業振興に資する施設については可能） 

 

除外の完了までは通常 8 か月程度かかります。 

  

4. 開発上のルール 

4.1.1 農地に関する計画 
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農地転用 農地を耕作目的以外で住宅や資材置場、駐車場など、農地以外のもの

にする場合は農業委員会の許可が必要です。 

また一時的なものであっても許可が必要になります。 

許可を受けずに農地転用を行った場合は、農地法違反となり罰則等処

分の対象になります。 

 

転用の完了までは通常１～2 か月程度かかります。 

農村産業法 農村地域への産業の導入を促進し、農業従事者の導入産業への就業、

農業構造の改善を促進することにより、農業と産業の均衡ある発展と

雇用構造の高度化に資することを目的とする法律。 

 

 

 

図表 411-2 農業振興地域制度、農地転用許可制度について 

（出典：農林水産省ホームページ） 
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令和 3 年（2021 年）4 月に策定したまちづくりガイドラインでは、まちの基本性能を担保し、

エリア価値の向上を図るために、開発手順及び７つの開発方針を設定しています。 

 

 

図表 412-1 計画対象エリア （出典：まちづくりガイドライン） 

  

4.1.2 まちづくりガイドライン 
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開発については、まちづくりガイドラインに定めた開発手順を遵守する必要があります。 

特に本エリアでは、通常の開発行為の手続きに加え、事業構想段階での協議が必要となって

います。 

 

 

図表 413-1 開発手順フロー図 （出典：まちづくりガイドライン）  

4.1.3 開発手順と主な届出 

 ① 

 ③ 

 ④ 

 ⑥ 

 ② 

 

※エリアマネジメント組織は、当面は越前市と南越駅周辺まちづくり協議会が中心となります。 

主な届出 
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図表 413-2 主な届出一覧 

 項目 概要 協議・届出先 

①

② 

住みよい

街づくり

推進条例 

 

事 業 構 想

案の届出 

・「越前たけふ駅」周辺地区で開発を行おうとする場合に、「開発事

業届出」の前に「事業構想案」の届出が必要 

・事業構想案の届出にあたって、まちづくりガイドラインの7 つの開

発方針との整合性の確保が必要 

越前市都市計画

課 

開 発 事 業

届出 

・2,000 ㎡以上の開発事業を行う場合に届出が必要 

（事業の概要、区域、着手予定期間等） 

越前市都市計画

課 

③ 農振除外 

（農振法第 13 条） 

・農地転用のために、農振農用地からの除外が必要。 

・年 3 回（3 月、7 月、11 月）受付 

【農用地区域からの除外要件】 

（1）農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農

用地区域以外に代替すべき土地がないこと 

（2）変更後、農用地の集団化、農作業の効率化その他農業上の効

率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと 

（3）変更後、効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用

地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと 

（4）変更後、土地改良施設の有する機能に支障を及ぼさないこと 

（5）農業生産基盤整備事業（土地改良事業等）完了後8年以上経過

していること（※ただし、面的整備以外で農業振興に資する施

設については可能。） 

【手続きフロー】 

（１）農振除外の申出 

（２）市・県事前協議 

（３）整備計画変更案等の公告・縦覧 

（４）知事同意 

（５）決定公告      ※決定公告まで約 8 か月かかる 

【主な同意者・意見者等（捺印が必要な者）】 

・地権者／・耕作者／・区長／・農家組合長／ 

・土地改良区（松ヶ鼻、日野川） 

越前市農政課 

③ 農地転用 

（農地法第 5 条） 

・農地を農地以外のものにする場合に農業委員会の許可が必要。 

【手続きフロー】 

（１）許可申請書の提出（毎月 10 日） 

（２）書類審査・現地調査 

（３）農業委員会での審議 

（４）許可証の交付（月末） 

※2,000 ㎡を超える転用案件、第 1 種農地での転用案件等につ

いては、県農業会議の諮問を受けるため翌月下旬の許可とな

農業委員会 
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る。 

4ha 以上の転用については農林水産大臣との協議が必要。（た

だし、農産法の区域設定地区は省略可） 

【主な同意者・意見者等（捺印が必要な者）】 

・地権者／・耕作者／・区長／・農家組合長／ 

・土地改良区（松ヶ鼻、日野川）／・隣接地権者（隣接農地がある場

合） 

④ 開発行為 

（都市計画法第 29 条） 

・建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う

土地の区画形質の変更を行う場合に、開発許可申請が必要。 

・越前たけふ駅周辺（非線引き都市計画区域）においては、3,000

㎡以上の開発行為を行う場合に、市もしくは県の許可が必要 

・1ha 未満…市許可  ／  ・1ha 以上…県許可 

【手続きフロー】 

（１）開発許可申請 

（２）審査 

（３）許可 

（４）工事施工 

（５）検査完了・公告 

（６）建築確認申請 

【主な同意者・意見者等（捺印が必要な者）】 

・地権者／・区長／・農家組合長／・土地改良区（松ヶ鼻、日野川）／ 

・公共施設管理者／・水利組合／・隣接土地所有者／ 

・土地の上に存する権利者（借地権者、抵当権者等） 

越前市都市計画

課 

福井県都市計画

課 

 埋蔵文化材 

（文化財保護法第 93

条） 

・周知の遺跡の範囲内で開発行為を行う場合、工事着手の60 日前

までに届出が必要 

【手続きフロー】 

（１）埋蔵文化財発掘届の提出（工事着手の 60 日前まで） 

（２）県教育委員会の指示 

（３）埋蔵文化財の調査 

 （試掘調査/慎重工事/工事立会/発掘調査） 

※発掘調査が必要な場合、一定の調査期間と費用が必要 

越前市教育委員

会 文化課 

県教育委員会 

 景観に関する届出 

（景観法第 16 条） 

・越前市は全域を景観計画区域に指定しており、景観の形成に影響

を与えると考えられる建築物・工作物の建築等の行為（景観形成行

為）を行う場合、着手する 30 日前までに届出が必要 

【手続きフロー】 

（１）景観形成行為届出の提出（着手の 30 日前まで） 

（２）適合審査 

（３）助言・指導 

越前市都市計画

課 
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（４）計画変更 

（５）景観計画に適合、行為の着手 

 一定の規模以上の土地

の形質の変更届出 

（土壌汚染対策法第 4

条） 

・3,000 ㎡以上の土地の掘削その他の土地の形質を変更する場

合、着手の 30 日前までに届出が必要 

福井県丹南健康

福祉センター 

⑤ 地区計画の区域内にお

ける行為の届出 

（都市計画法第 58 条） 

・地区計画の区域内において、下記の行為を行う場合には、行為着

手の 30 日前までに届出が必要 

-土地の区画形質の変更 

-建築物の建築又は工作物の建設 

-建築物等の用途の変更 

-建築物等の形態又は意匠の変更 

-木竹の伐採 

越前市都市計画

課 

⑥ 建築確認申請 

（建築基準法第 6 条） 

・建築基準法に基づき、建築基準関係規定について適合しているか

を確認するため、建築確認申請書の提出が必要 

福井県丹南土木

事務所建築課 
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図表 413-3 7 つの開発方針 （出典：まちづくりガイドライン） 

大項目 小項目 目的 地区計画・開発基準・整備指針 

開発方針１ 

虫食い開発

の防止 

１ － １  開

発 単 位 に

関 す る 事

項 

虫食い開発 の防

止のため、農地を

分割せず、一定規

模以上の面積での

開 発 を 目 指 し ま

す。 

◎敷地面積の最低限度 3,000 ㎡ 

□開発の単位は概ね 1.0ha 以上とする 

開発方針２ 

開発地周辺

の営農への

配慮 

２ － １  開

発 地 周 辺

の 営 農 に

関 す る 事

項 

開発地と農地との

緩 衝 部分 を 確 保

し、営農へ配慮し

た開発を進め、農

地との共存を目指

します。 

○農地と建築物壁面との間に３ｍ以上の緩衝部分を確

保すること 

□北側斜線制限を適用し農地への日照確保へ配慮した

建物配置 

□光害による農作物への影響に配慮した夜間照明等の

配置 

□雨水や砂、泥等の農地側への流出を防止する工夫 

□農業用給排水管施設の機能保全や畔の整備等の措

置 

開発方針３ 

自然を感じる

まちなみ景観

の創出 

３ － １  景

観 軸 と 視

点 場 の 設

定 に よ る

景 観 の 創

出 

緑豊かな眺望や景

観に配慮した開発

を目指します。 

□景観軸と視点場からの景観に配慮した建物や緑地の

配置 

３ － ２  建

物・屋外広

告 物 デ ザ

イン(形態・

意 匠 ・ 色

彩) 

周辺地域と調和し

た越前らしい建物

景観（まちなみ景

観）の創出を目指

します。 

□景観条例にもとづく景観形成基準に準じた計画（す

べての建築物を対象） 

□居心地がよく人が惹きつけられる魅力ある空間デザ

インの検討 

開発方針４ 

緑につつまれ

た 空 間 の 形

成 

４ － １  建

物 を 覆 い

隠 す 緑 の

創出 

まち全体が緑に包

まれるよう、建物

や敷地内の積極的

な緑化の推進を目

指します。 

○開発面積の５％以上の公園、緑地、広場の確保（義

務） 

○敷地面積の１０％以上の緑化の努力（努力目標） 

□山と緑の景観軸上において緑視率２５％以上の確保 

４ － ２  緑

のネットワ

ー ク の 形

成 

公民連携により緑

豊かなまちづくり

を目指します。 

□公共空間の緑地との連続性に配慮した緑地の配置 

□隣接地の緑地との連続性に配慮した緑地の配置 

□歩行者も楽しめる敷地内緑地空間の工夫 

□調整池や駐車場等における緑化の工夫 
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４－３ 壁

面後退に

よる道路

側のゆと

り空間の

創出 

景観軸を中心とし

た緑あふれるゆと

り空間の創出を目

指します。 

□景観軸に沿って３ｍの壁面後退し、植栽空間、歩道状

空地を確保 

□後退部分の設えやストリートファニチャー等について

は、地域の歴史や文化を受け継いだデザインの工夫 

開発方針５ 

次世代を見

据えた

Society5.0

の推進 

５－１ 新

たなまち

づくりにふ

さわしい

最先端技

術の導入

に関する

事項 

脱炭素やスマート

化を目指し、越前

市の拠点となるエ

リアの想像を目標

とします。 

□立地施設や事業活動での当エリアにふさわしい最先

端技術の活用の推進 

開発方針６ 

安全安心なま

ちづくり 

６－１ 安

全安心な

まちづくり

に関する

事項 

防災・防犯機能を

維持する基盤施設

の整備を推進し、

安全安心な空間の

誘導を目指しま

す。 

□雨水流出による流出抑制に係る取組みの推進 

□災害時の安全や安心の確保に係る取組みの推進 

□最先端技術の活用等によるに安全安心なまちづくり

の推進 

開発方針７ 

新幹線駅周

辺にふさわし

い施設立地

の誘導 

７－１ 建

物用途 

新幹線駅周辺にふ

さわしい施設の誘

導を目指します。 

◎風俗施設などの禁止 

□土地利用ゾーニングを踏まえた開発地の選定 

◎ 地区計画 ： 都市計画法に基づく規定 

（北陸新幹線新駅周辺地区地区計画） 

〇 開発基準 ： 越前市宅地開発基準により規定 

□ 整備指針 : 新幹線周辺の価値を高める指針 
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本市ではこれまでにまちづくり計画やまちづくりガイドライン等を策定し、北陸新幹線「越前

たけふ駅」周辺のまちづくりについて、方向性や開発手順等を定めてきました。 

また、本計画書においては、企業個々の開発計画の基礎データとなる土地や既存インフラ等

の情報整理や進出を検討する企業へのヒアリングを行い、将来イメージとしての街区形成の検

討を行いました。 

これらの実現に向けて、引き続き地域住民の方々や進出を検討する企業等との協議を進め、

着実なまちづくりを進めていきます。 

 

 

＜開発にかかる支援制度について＞ 

北陸新幹線「越前たけふ駅」周辺での企業立地に関しては企業立地支援制度があります。 

補助率は県内トップクラスの最大 20％で、「越前たけふ駅」周辺限定の立地支援メニューも

あります。生産施設や研究開発施設などの一部業種は、福井県の企業誘致補助金との併用も

可能です。 

電気代の補助制度（福井県嶺北地域の支部では唯一適用可能）や固定資産税の軽減制度な

どもあります。 

詳しくは、産業政策課までお問い合せください。 

 

 

結び 
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